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１ 青森県福祉サービス第三者評価推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 青森県における福祉サービス第三者評価事業（以下「評価事業」という。）の

指針を定め、評価の推進を行うとともに、評価の信頼性の確保を図ることにより、

青森県内における福祉サービスの質の向上と利用者の福祉サービスの適切な選択

に資するため、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会（以下「推進委員会」と

いう。）を設置する。 

 

（業務） 

第２条 推進委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(１) 評価機関の認証及び認証の取消に関すること。 

(２) 評価基準及び評価手法の策定及び変更に関すること。 

(３) 評価結果の公表に関すること。 

(４) 評価調査者等の研修に関すること。 

(５) 評価事業の普及啓発に関すること。 

(６) 評価事業の情報公開に関すること。 

(７) 評価事業の苦情に関すること。 

(８) 評価事業の評価手法等の研究に関すること。 

(９) 評価機関相互の連携に関すること。 

(10) その他評価事業の推進に関すること。 

 

（委員の選任） 

第３条 推進委員会の委員は、次に掲げる各号の中から、青森県健康医療福祉部健康

医療福祉政策課長が選任し、委嘱する。 

(１) 社会福祉に関し学識経験を有する者 

(２) 法律に関し学識経験を有する者 

(３) 福祉サービスの提供者を代表する者 

(４) 利用者を代表する者 

(５) 公益を代表する者 

 

（推進委員会の委員の任期） 

第４条 推進委員会の委員の任期は２年とする。ただし、補欠により就任した委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 
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（推進委員会の委員長等） 

第５条 推進委員会に、委員長１名、副委員長２名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は会務を総理し、推進委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が

指名する順位により副委員長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 推進委員会の業務の決定は、委員の合議によって行う。ただし、日常の軽易

な業務については委員長が専決し、推進委員会に報告する。 

２ 推進委員会は、委員長が招集する。 

３ 推進委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることが

できない。 

４ 推進委員会の議事は、出席した過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

５ 委員長は、会議の議長となる。 

 

（組織） 

第７条 推進委員会に次に掲げる委員会を置く。 

(１) 福祉サービス第三者評価認証等委員会 

(２) 福祉サービス第三者評価基準等委員会 

２ 福祉サービス第三者評価認証等委員会（以下「認証等委員会」という）及び福祉

サービス第三者評価基準等委員会（以下「基準等委員会」という）は、次に掲げる

職務を行う。 

(１) 認証等委員会は、第２条第１号、第６号、第７号及び第９号に規定する事業

を行う。 

(２) 基準等委員会は、第２条第２号、第３号、第４号、第５号及び第８号に規定す

る事業を行う。 

 

（認証等委員会及び基準等委員会の委員） 

第８条 認証等委員会及び基準等委員会の委員は、推進委員会の委員のうちから委員

長が指名する。 

２ 各委員会の運営に必要と認められる場合、委員は併任することができる。 

 

（認証等委員会及び基準等委員会の委員長等） 

第９条 第７条に規定する委員会に、それぞれ委員長１名、副委員長１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 
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３ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務

を代理する。 

 

（認証等委員会及び基準等委員会の会議） 

第１０条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができ

ない。 

３ 委員会の議事は、出席した過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

４ 委員長は、会議の議長となる。 

５ 推進委員会において別段の定めをした事項のほかは、認証等委員会及び基準等委

員会の議決を持って推進委員会の議決とする。 

 

（認証及び認証の取消） 

第１１条 推進委員会は、第２条第１号に規定する認証及び認証の取り消しに関する

実施基準等を別に定める。 

 

（評価基準の策定及び変更） 

第１２条 推進委員会は、第２条第２号に規定する評価基準及び評価手法を別に定め

る。 

 

（評価結果の公表） 

第１３条 第２条第３号に規定する評価結果の公表は、評価機関から報告を受けた評

価結果を別に定める様式に従い、推進委員会が開設するホームページ及び関係機関

窓口等において行う。 

 

（養成研修） 

第１４条 第２条第４号に規定する研修は、次に掲げる研修とし、必要な事項は別に

定める。 

(１) 評価調査者の養成研修 

(２) 評価調査者の継続研修 

(３) その他評価事業の実施に必要な研修 

 

（普及啓発） 

第１５条 第２条第５号に規定する普及啓発は、評価事業を促進させることを目的と

した各種啓発事業を行う。 
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（情報公開） 

第１６条 第２条第６号に規定する情報公開は、個人の権利利益の保護に配慮しつつ、

情報公開を行う。 

 

（評価事業への苦情対応） 

第１７条 第２条第７号に規定する苦情は、評価事業の苦情に関する窓口を設け、適

切な解決に努める。 

２ 苦情解決に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（委員の守秘義務） 

第１８条 推進委員会の委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはな

らない。また、その職務を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第１９条 推進委員会の庶務は、青森県健康医療福祉部健康医療福祉政策課において

処理する。 

 

（施行事項） 

第２０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、推進委員会において別に定める。 

 

 

 附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後、最初に選任される委員の任期は、第４項第１項本文の規

定にかかわらず、令和６年７月３１日までとする。  

 

 附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


